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第 1 章　総則

第 1 条　(目的)
会社の会計に関する取引を正確、かつ迅速に処理し、会社の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローに関し、真実な報告を行うとともに、経営活動の計数的統制とその能率的運営を推進するためにこの取扱要綱を制定する。

第 2 条　(適用範囲)
1.会社の経理業務は、この取扱要綱に従って処理する。
2.この取扱要綱に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準および関係諸法令に従うものとする。
3.この取扱要綱中、各条項の細部の取扱いについては、必要に応じ、別に｢運営ルール｣を設ける。

第 3 条　(会計年度)
会社の会計年度は「定款」に定める事業年度に従い、毎年9月1日から翌年8月31日までとする。

第 4 条　(会計単位)
会計単位は全社をもって一単位とし、管理部に総勘定元帳を設置する。

第 5 条　(統括責任者および経理担当者)
[bookmark: _Hlk22061668]1.経理に関する統括責任者は所管役員とする。
2.経理業務は、「職務分掌規程」により、必要に応じ、組織単位毎に経理担当者を置く。

第 6 条　(法令等の遵守)
会社の経理にかかわる者は、会社法、税法、金融商品取引法その他関係法令ならびに当社の定款および取扱要綱を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。

第 7 条　(機密保持)
会社の経理事務に係わる者は、機密に属する経理事項を漏洩してはならない。


第 8 条　(内部統制の整備)
適切な財務報告を行うために内部統制を整備する。


第 2 章　勘定科目および会計帳簿に関する事項

第 9 条　(原則)
経理業務においては、すべて適正な勘定科目に仕訳し、整然かつ明瞭に、会計帳簿に記録し、整理しなければならない。

第10条　(勘定科目)
勘定科目の区分および各勘定科目の定義は、「経理事務運営ルール」に従う。

第11条　(証憑)
1.証憑とは、契約書、請求書、領収書、納品書その他の書類で、会計帳簿の正当性を立証するものをいう。
2.証憑は、会計伝票に添付するなど、会計伝票と有機的な関連のもとに整理保存されなければならない。

第12条　(会計伝票)
1.すべての会計取引は会計伝票により処理を行う。
2.会計伝票は、「職務権限規程」に従って承認を得た証憑に基づいて作成する。
3.会計伝票は、経理担当者により作成され、統括責任者の承認を得なければならない。ただし、統括責任者の判断により権限委譲することができるものとする。

第13条　(会計帳簿)
1.会計帳簿は主要簿と補助簿からなる。
2.主要簿とは、すべての取引を勘定科目に分類整理して作成される総勘定元帳をいう。
3.補助簿とは、各勘定の取引内容を明らかにする各勘定の内訳簿をいう。
4.総勘定元帳と補助簿は毎月末および会計年度末に照合を行う。


第14条　(会計帳簿の作成)
会計帳簿は、原則として、会計システムへ入力することにより作成する。

第15条　(会計帳簿の締切)
会計帳簿は、月次決算を行うことにより締切り処理を行い、残高または合計額を明らかにしなければならない。

第16条　(会計帳簿の更新)
会計帳簿は、原則として一事業年度ごとに更新するものとする。

第17条　(会計帳簿および会計書類の保存期間)
1.会計帳簿および会計書類の保存は、統括責任者にて行うものとする。
2.会計帳簿および書類の保存期間は「文書管理取扱要綱」に定める。
3.前項に定める保存期間の起算日は｢文書管理取扱要綱｣の定めにかかわらず、事業年度終了日の翌日から3ヶ月を経過した日とする。
4.保存期間経過後、会計帳簿および会計書類を廃棄するときは、統括責任者の承認を得なければならない。

第18条　(その他)
その他勘定科目および会計帳簿の取扱いに関する事項は、「経理事務運営ルール」に従う。


第 3 章　金銭および資金に関する事項

第19条　(金銭・資金の範囲)
1.この取扱要綱において金銭・資金とは現金および預金のことをいい、現金とは通貨、小切手、郵便為替証書などをいう。
2.手形、有価証券ならびにその他金銭と同一の価値を有するものは、金銭に準じて取扱う。

第20条　(出納および保管責任者)
金銭の出納および保管の責任者は、統括責任者とする。

第21条　(出納担当部署)
本社および部店の出納担当部署は、｢職務分掌規程｣に定めるものとする。

第22条　(小口現金)
前条の出納担当部署には、特定の小口支払に充てるため、あらかじめ責任者、使途等を定め、小口現金を置くことができる。

第23条　(金融機関との取引)
1.銀行その他の金融機関との取引開始および廃止は、「職務権限規程」に従う。
2.金融機関との約定は、代表取締役社長名義をもって行う。

第24条　(資金の調達)
金融機関等からの資金の調達、増資等については｢職務権限規程｣に定める承認手段を経て統括責任者が行うものとする。

第25条　(投資、貸付、出資および債務保証・担保差入)
投資・貸付・出資および債務保証・担保差入は、｢職務権限規程｣に定める承認手段を経て統括責任者が行うものとする。

第26条　(有価証券の管理)
有価証券の出納、保管は、統括責任者がこれを行う。

第27条　(有価証券の評価基準および評価方法)
有価証券の評価基準および評価方法は、「決算会計運営ルール」に従う。

第28条　(その他)
その他金銭および資金の取扱いに関する事項は、「経理事務運営ルール」に従う。


第 4 章　債権および債務に関する事項

第29条　(債権債務の範囲)
この取扱要綱において債権債務とは、仕入、販売に伴う債権債務ならびにその他の債権債務をいう。

第30条　(債権債務会計処理の原則)
債権債務の発生、消滅に関する会計処理は、取引事実に基づき正確かつ迅速に行わなければならない。

第31条　(売上計上基準)
売上の計上基準は次のとおりとする。
(1)請負工事
工事契約について、事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積は原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用する。
(2)その他の売上
顧客による検収完了時を基準として売上計上を行う。

第32条　(仕入債務の計上基準)
たな卸資産等仕入債務の計上は検収をもって計上する。ただし、継続的な取引により、請求締切日がある場合は、請求締切日により計上することを妨げない。なお、決算時においては、請求締切日後決算日までの検収を把握する。

第33条　(その他の債権債務の計上)
その他の債権債務とは、完成工事未収入金または工事未払金以外の債権債務をいい、その発生を証する証憑書類に基づき、適切な勘定科目に計上しなければならない。

第34条　(債権の請求)
債権の請求は取引条件に従い、請求を行う。

第35条　(債権の回収)
債権は取引条件に定められた条件通りに回収するものとし、この条件に従わず、債権が未回収の場合は、すみやかに統括責任者に報告するとともに、適切な保全処置をとらなければならない。

第36条　(債務の支払)
債務の支払いは、「職務権限規程」による承認を得た証憑書類に基づいて支払うものとする。

第37条　(相殺)
同一相手先に対し、債権と債務が併存し、両者が合意する場合は相殺できるものとする。

第38条　(債権債務の掌握)
債権債務は、その発生から消滅に至るまで、相手先別に記録・整理して管理しなければならない。

第39条　(残高の把握)
債権、債務については、相手先と残高を照合し、正確な残高を把握しなければならない。

第40条　(債権の償却)
回収不能な債権が生じた場合は、「職務権限規程」に基づき、所定の決裁手続を得て処理する。


第 5 章　たな卸資産に関する事項

第41条　(たな卸資産の範囲)
この取扱要綱において、たな卸資産とは次のものをいう。
(1)販売用不動産
(2)開発事業支出金
(3)未成工事支出金
(4)材料貯蔵品

第42条　(取得原価)
たな卸資産の取得原価は次の方法により算定する。
(1)販売用不動産、開発事業支出金、未成工事支出金
「経理事務運営ルール」に従って算定した原価
(2)材料貯蔵品
購入価額に購入直接費を加算した価額

第43条　(たな卸資産の評価基準および評価方法)
たな卸資産の評価基準および評価方法は、「決算会計運営ルール」に従う。

第44条　(その他)
その他たな卸資産の取扱いに関する事項は、「経理事務運営ルール」および「決算会計運営ルール」に従う。


第 6 章　固定資産に関する事項

第45条　(固定資産の種類)
この取扱要綱において固定資産とは、次に掲げるものをいう。ただし、耐用年数が1年未満または取得原価が10万円未満の減価償却資産は固定資産として取扱わない。
(1)有形固定資産
建物、建物附属設備、構築物、車輌運搬具、工具器具備品、土地、その他資産（10万円以上20万円未満の償却資産）、建設仮勘定等
(2)無形固定資産
商標権、ソフトウエア、電話加入権等

第46条　(固定資産の取得原価)
固定資産の取得原価は、次によるものとする。
(1)購入によるもの
購入代価に付随費用を加算した額
(2)交換によるもの
交換に提供したものの帳簿価額
(3)自社で建設、製造したもの
適正な原価計算によって算定した価額
(4)贈与によるもの
時価等を基準にした公正な評価額

第47条　(固定資産の減価償却)
減価償却の耐用年数およびその方法については、「決算会計運営ルール」に従う。

第48条　(固定資産の減損)
各固定資産について、減損の兆候があり、かつ資産の回収可能額が帳簿価額を下回る場合、回収可能価額まで減損処理をしなければならない。

第49条　(リース取引)
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、原則として、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理による。

第50条　(その他)
その他固定資産会計に関する事項は、「経理事務運営ルール」に従う。


第 7 章　繰延資産に関する事項

第51条　(繰延資産)
この取扱要綱における繰延資産とは、次に掲げるものをいう。
(1)株式交付費
(2)社債発行費

第52条　(会計処理)
繰延資産の会計処理方法は、「決算会計運営ルール」に従う。


第 8 章　引当金に関する事項

第53条　(引当金)
この取扱要綱における引当金とは、次に掲げるものをいう。
(1)貸倒引当金
(2)賞与引当金
(3)完成工事補償引当金
(4)工事損失引当金
(5)退職給付引当金
(6)役員退職慰労引当金

第54条　(引当金の計上基準)
引当金の計上基準については、「決算会計運営ルール」に従う。


第 9 章　原価計算に関する事項

第55条　(原価計算の方法)
原価計算の方法は、「実際個別原価計算」を用いる。

第56条　(その他)
その他原価計算に関する取扱いは「経理事務運営ルール」に従い、決算における原価計算の追加的手続に関する取扱いは「決算会計運営ルール」に従い、計算する。


第10章　決算に関する事項

第57条　(決算の定義)
この取扱要綱において決算とは、月次、四半期、会計年度における経営成績および財政状態を明らかにするために行う会計上の一連の手続をいう。

第58条　(決算の期間)
決算は、月次決算、四半期決算、年度決算に区分し、その期間は次のとおりとする。
(1)月次決算　　　　　毎月 1 日からその月の末日まで
(2)第1四半期決算　　毎年 9 月 1 日から11月末日まで
(3)第2四半期決算　　毎年 9 月 1 日から 2 月末日まで
(4)第3四半期決算　　毎年 9 月 1 日から 5 月末日まで
(5)年度決算　　　　　毎年 9 月 1 日から 8 月末日まで

第59条　(決算手続)
1.年度決算において確認・整理・修正する事項は概ね次のとおりとする。
(1)決算整理の実施
①在庫確認手続
②資産負債の評価
③減価償却費の計上
④費用収益の見越し・繰延処理
⑤引当金の計上
⑥原価計算
⑦税効果処理
⑧その他決算整理事項
(2)決算書類の作成
2.四半期決算の手続は、原則として年度決算手続に準ずるものとする。ただし、公正妥当な会計処理として認められる範囲内で簡便的な決算手続によることができるものとする。
3.月次決算の手続は、簡便な方法によることも妨げない。

第60条　(決算書類の提出)
統括責任者は、四半期および年度決算に関する書類を取締役会に提出し、承認を得るものとする。

第61条　(その他)
その他決算の取扱いに関する事項は、「決算会計運営ルール」に従う。


第11章　連結決算に関する事項

第62条　(連結範囲)
すべての子会社を連結決算の対象とする。ただし、重要性の乏しいと認められる子会社については、連結決算の範囲から除くことができる。

第63条　(連結決算日)
1.連結決算日は、親会社の決算日とする。
2.連結会計年度は、前連結決算日の翌日から当該連結決算日までの期間とする。
3.連結子会社の決算日が連結決算日と異なる場合には、その差異が3ヶ月を超える場合を除き、子会社の仮決算を要しないものとする。
4.連結子会社の決算日が連結決算日と異なることから生ずる連結相互間の取引に係わる会計記録の重要な不一致については、必要な調整を行う。

第64条　(連結上の会計処理基準)
親会社が連結財務諸表の作成にあたって採用する連結子会社の資産および負債の評価の方法およびのれんの償却および償却期間については「決算会計運営ルール」に定める。

第65条　(連結会社間の会計処理の統一)
同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、子会社が採用する会計処理の原則および手続は、原則として親会社に統一するものとする。ただし、持分法の適用対象となる非連結子会社および関連会社の会計処理および手続は、必ずしも統一を要しないものとする。

第66条　(連結キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲)
連結キャッシュ・フロー計算書作成にあたっての資金（現金および現金同等物）の範囲は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限が到来する短期投資とする。

第67条　(連結キャッシュ・フロー計算書の作成基準および表示方法)
1.連結キャッシュ・フロー計算書作成にあたっては、連結損益計算書ならびに連結貸借対照表の期首残高と期末残高の増減額の分析およびその他の情報から作成を行うものとする。
2.営業活動によるキャッシュ・フローの表示は、間接法によるものとする。

第68条　(連結財務諸表および連結キャッシュ・フロー計算書の作成)
その他連結財務諸表および連結キャッシュ・フロー計算書の作成は、「決算会計運営ルール」に従う。


第12章　税務会計に関する事項

第69条　(納税の基本原則)
税務の処理に当たっては、税務関係法令を適切に解釈、適用し、適正額による申告および納税を行う。

第70条　(連絡)
各担当者は、税務に関連のある重要事項に接したときは、統括責任者に連絡し、その指示により会計処理を行わなければならない。

第71条　(税務申告)
統括責任者は、決算に基づき、国税・地方税を所定の期日までに所轄税務署等に申告するものとする。


第13章　予算に関する事項

第72条　(予算の目的)
予算は経営方針に基づき、合理的な経営活動を行い、予算と実績を比較検討することにより、経営能率の向上を資することを目的とする。

第73条　(予算期間)
予算期間は決算期間と同一にし、月次、四半期、年度に区分して運用する。

第74条　(予算編成等)
予算の編成、実施、統制手続については、「予算管理運営ルール」に従う。


第14章　その他

第75条　(消費税の会計処理)
消費税は、税抜方式を採用する。
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